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私立高等学校等専攻科支援金について 

  

１ 趣旨 

  県内の私立高等学校及び特別支援学校の専攻科に在学する生徒で経済的理由により修学が 

 困難な者に係る授業料を支援するもの。 

 

２ 対象 

 (1) 補助率・補助上限 

  ア 年収 270万円未満相当世帯・・・・・・・・・授業料の全額（上限月額 35,600円） 

  イ 年収 270万円以上 380万円未満相当世帯・・・授業料の 1/2（上限月額 17,800円） 

 (2) 年収判定基準 

  ア 令和３年６月支給分まで     

支給区分 
保護者等の道府県民税所得割額と 

市町村民税所得割額との合算額 

年収 270万円未満相当世帯 100円未満 

年収 270～380万円未満相当世帯 100円以上 85,500円未満 

所得制限 85,500円以上 

  イ 令和３年７月支給分以降（予定） 

支給区分 
市町村民税の所得割の課税所得額 

（課税標準額）×６％－調整控除の額 

年収 270万円未満相当世帯 100円未満 

年収 270～380万円未満相当世帯 51,300円未満 

所得制限 51,300円以上 

 

 

３ 令和３年度のスケジュール（予定） 

  令和３年度のスケジュールは、概ね以下のとおり予定していること。 

 (１) ５月上旬        改正後の交付要領通知 

 (２) ５月中旬       認定申請書提出依頼（4～6月分）※１年生のみ 

 (３) ６月上旬       認定申請書提出（4～6月分）※１年生のみ 

 （４） ６月中旬～６月下旬  審査（4～6月分） 

 （５） ７月上旬       認定通知（4～6月分）、交付申請（4～6月分） 

 (６) ７月中旬       交付決定（4～6月分）、交付請求（4～6月分） 

 (７) ７月下旬       収入状況届出書提出依頼（7～翌年 6月分） 

 （８） ８月上旬        支払（4～6月分） 

 (９) ８月下旬       収入状況届出書提出（7～翌年 6月分） 

 （10） ９月上旬       審査（7～翌年 6月分）、認定通知（7～翌年 6月分） 

 (11) ９月中旬        変更交付申請（7～翌年 3月分）、変更交付決定（7～翌年 3月分） 

 （12） ９月下旬        前金払請求（7～12月分） 

 （13） 10月上旬        前金払（7～12月分） 

 （14) 12月下旬       前金払請求（1～2月分）に係る再通知 

  (15) １月上旬       前金払（1～2月分） 

 

 (16) ２月上旬       変更交付申請（最終） 

               ※変更交付申請後、２月中に転学、退学、停学（３か月以上）が 

               生じた場合には速やかに再度変更申請すること。 

 （17） ２月中旬～２月下旬  審査（4～翌年 3月分） 
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 (18) ３月上旬       変更決定（4～翌年 3月分）、精算払請求（4～翌年 3月分） 

 (19) ３月中旬       精算払（4～翌年 3月分） 

 (20) ３月下旬       実績報告（4～翌年 3月分）、実績報告審査（完了確認）、額の確定 

 

４ 主な変更点 

令和３年度より、就学支援金同様マイナンバーを利用することで課税証明書等の添付を省略 

できるようになったことから、現在県の要領を改正作業中であり、完了次第通知予定。 

また、令和３年７月から、年収判定基準が変更となる予定。（別途要綱等改正予定） 

 

 


